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１．事業の概要

◆計画概要

この地図は、地理院地図を一部加工して作成

県道高松坂出線（五色台工区） L=6.6km

◆位置図 Ｎ

香川県

◆平面図

N

番の州臨海工業団地

高松港
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一般県道　高松坂出線（五色台工区）

自：香川県高松市生島町

至：香川県坂出市青海町

6.6km

129.5億円（見直し後）

事業化 令和元年度

用地着手 令和元年度

工事着手 令和元年度

供用開始
予定

令和6年度末

名称

起終点

全体事業費

事
業
の
経
緯

延長

1,000 6,500

7,750

6,500500

500750

10,750

2,500

下り線

3,250 3,2503,250 3,250
250

上り線
(供用中)

(供用中)

CL

750
6,500 6,500

500
1,500 2,500

18,250

3,250 3,2503,250 3,250

○トンネル区間 ○改良区間（高松側、坂出側）
◆標準断面図

整備区間
供用区間(さぬき浜街道)

高規格幹線道路

一般国道

主要地方道

凡　例

上り線
下り線

◆現状写真

1

1

撮影：R6.5

一般部(高松側)

14

14 トンネル部(高松側)

撮影：R6.7

12 一般部(坂出側)

撮影：R6.5
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13 一般部(坂出側青海神社前)

撮影：R6.7
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③並行幹線道路の交通渋滞緩和 ④災害に強い道路ネットワー
クの構築

②重大事故の回避及び交通安全の確保①高松港と番の州臨海工業団地のア
クセス向上による物流機能の強化

２．事業の効果・必要性

【グラフ１】高松坂出線の通行台数の推移

至 坂出市街
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(防災機能強化港)

坂出市
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国際物流ﾀｰﾐﾅﾙ整備中
複合一貫輸送ﾀｰﾐﾅﾙ整備中

凡

例

事 業 中

供 用 中

死亡事故発
生箇所

番の州臨海工業団
地と高松港間の輸

送ルート
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この地図は、国土地理院長の承認（平29四使、第1号）を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用して作成した地図を、一部加工したものである。

N◆平面図

【現状】
・無料化(H23.3)以降の交通量の増加
・高松港の整備に伴うコンテナ取扱量の増加
・番の州臨海工業団地における新工場の建設

【効果】
・4車線化により、物流機能を強化し、地方を

支える産業等の生産性向上に寄与

【現状】
・正面衝突の発生割合が県管理道の約８倍。
・死亡事故が５件発生（うち４件は正面衝突）
・歩道が未整備

【効果】
・中央分離帯の設置に伴う、正面衝突の減少
・歩道の設置に伴う安全確保

【現状】
・高松中心地と坂出市間のアクセス道路
国道11号,県道高松善通寺線 において、
慢性的な渋滞が発生。

【効果】
・４車線化に伴う並行幹線道路からの交通

転換による交通渋滞の緩和

【現状】
・第１次輸送路線確保路線であるものの、

交通事故等による通行止めが多発

【効果】
・防災機能強化港(高松港,坂出港)を繋ぎ

災害時における輸送機能を強化。
・国道11号とのダブルネットワーク化

坂出港
(防災機能強化港)

新工場等の建設

【グラフ２】高松港全体のコンテナ取扱量の推移
(台/日)

【グラフ４】主要幹線道路の整備前後の交通量【グラフ３】交通事故形態の割合

※県警提供データをもとに集計
※データ期間は、H23.4～R6.6

国道11号
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正面衝突
８倍

混雑状況

トンネル内事故状況

【整備前】：R22将来交通量データ（高松坂出線の整備なし）
【整備後】：R22将来交通量データ（高松坂出線の整備あり）



３．事業費の見直し

◆事業費変更の背景 今回再評価

○ トンネル及び一般部の４車線化拡幅工事を実施中

〇 社会経済情勢の変化（労務単価・資材単価の上昇等）

◆事業費の増

現場条件の変更に伴う工事費の増や労務単価・資材単価の上昇により、
事業費が２．５億円増加
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項目 増額理由 費用増加分

①現場条件の変更に伴う増額 ・法面保護工の変更による増額 １．１ 億円

②社会的要因による増額 ・労務単価・資材単価の上昇等の社会的要因による増額 １．０ 億円

③建設工事の働き方改革による増額 ・ICT工事の普及に伴う必要経費の増額 ０．４ 億円

合 計 ２．５ 億円

◆事業費の増額内訳



３．事業費の見直し 【①現場条件の変更に伴う変更】

法面保護工の変更による増額（＋１．１億円）
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○現地掘削の結果、法面の風化による表層の部分的な滑落の恐れが確認されたことから「吹付枠工」を追加で施工。

簡易吹付枠工 実施状況

【横断面図】

N
位置図

(高松側)

当該区間 L=800m

この地図は、一般財団法人日本デジタル道路地図協会の
データベースを使用して作成したものである

1

法面の風化状況1

法面の風化による表層の部分的な滑落の恐れが確認された

追加対策の実施
【吹付枠工】

参考：吹付枠工事施工状況写真
(補強土植生のり枠協会HPより)



３．事業費の見直し 【②社会的要因による増額】

労務単価・資材単価の上昇等の社会的要因による増額（＋１．０億円）

○建設工事費デフレータが、前回再評価時のから2024年2月にかけて5.3%増加。

○建設工事費デフレータ

道路改良の推移（2015年度を100%とした場合）
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前回再評価時点

※本グラフは、国土交通省の公表する建設工事費デフレーターの資料を用いて作成

(R6.2)



３．事業費の見直し 【③建設工事の働き方改革による増額】

ICT工事の普及に伴う必要経費の増額（＋０．４億円）

○近年、建設工事においてICT施工が進んでおり、当該事業でも多く活用している。
〇R５年度からは小規模な土工も対象となり、より一層の普及が進んでいる。
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ICT建機：バックホウ

国土交通省の資料を加工して作成



４．費用便益分析の結果

◆前回（新規事業採択時評価）と今回（事業再評価）の比較
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前回
（R4）

今回
（R6）

変化及びその原因等

道路構造等
坂出側　　　 ：4車線
高松側　　　 ：4車線
トンネル区間：4車線

坂出側　　　 ：4車線
高松側　　　 ：4車線
トンネル区間：4車線

・変化なし

総事業費 127億円 129.5億円
・現場条件の変更に伴う変更
・社会的要因による変更
・働き方改革による変更

事業期間 令和元年度～令和6年度 令和元年度～令和6年度 ・変化なし

将来交通量の
推計値

21,300台/日 21,300台/日 ・変化なし

費用便益比
（B/C）

3.0 3.0
・変化なし
・基準年の変更（R4→R6）



５．対応方針（案）

①事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 高松港の整備や番の州臨海工業団地の工場建設及び坂出北ＩＣのフル化等が進められ更なる交通量の増加が見込まれることから、高松港と番の州臨
海工業団地のアクセス向上による物流機能の強化が必要。

• 無料化以降５件の死亡事故が発生するなど、正面衝突などの重大事故の回避及び歩行者等の交通安全の確保が必要。

• 現場条件の変更に伴う工事費の増や労務単価・資材単価の上昇により、全体事業費が2.5億円増となる。

２）事業の投資効果

• 費用便益費（Ｂ／Ｃ） ３．０

３）事業の進捗状況

• 工事：一般部については、改良工事を進めている。橋梁は全５橋が完成している。

トンネルについては、坂出側工区（L=770m）、高松側工区（L=600m）ともに本体工事は完了し、舗装工事、設備工事を進めている。

事業費ベースで約８５％完了（令和5年度末時点、事業費見直し前の進捗率）。

• 用地：１００％完了

②事業進捗の見込みに関する視点

• 令和６年度末事業完了見込み。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

• 道路改良工事により発生する残土の有効活用や、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品の積極的な採用などにより、総合的にコスト縮減を図る。

２．対応方針（案）

以上のことから、事業を継続する。

１．再評価の視点
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【参考】再評価項目表
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【参考】再評価項目表


